
杜
甫
「
送
高
三
十
五
書
記
」
詩
の
制
作
を
め
ぐ
っ
て

高
曇
研
究
の
一
端
と
し
て
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杜
甫
の
「
送
高
三
十
五
書
記
」
（
以
下
「
尊
高
」
詩
と
略
す
）
は
、
現
存
す
る
杜

甫
詩
の
な
か
で
、
杜
が
高
三
十
五
す
な
わ
ち
高
適
に
与
え
た
最
も
早
い
作
品
で
あ

る
。 

こ
の
作
品
は
、
杜
甫
と
高
潔
と
の
交
遊
に
お
い
て
、
伝
記
的
側
面
（
と
り
わ
け

高
適
の
伝
記
研
究
）
で
重
要
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
文
学
的
側
面
で
も
見
過

ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
文
学
的
側
面
に
つ
い

て
の
論
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
、
本
稿
で
は
、
そ
の
論
へ
の
準
備
的
意
味
も
込

め
て
、
「
送
高
」
詩
の
制
作
を
め
ぐ
る
高
適
の
伝
記
上
の
問
題
と
こ
の
作
品
の
万
年

に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
な
が
ら
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
な
お
本

稿
と
別
稿
と
が
標
題
と
す
る
の
は
杜
甫
詩
で
あ
る
が
、
両
稿
は
、
論
者
が
以
前
よ

り
行
な
っ
て
い
る
高
曇
研
究
の
一
端
で
も
あ
る
。

（一

j

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

ま
ず
「
送
高
」
詩
の
全
文
を
掲
げ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
）

 
 
送
高
三
十
五
書
記
十
五
韻
（
巻
二
・
一
二
六
頁
）

 
睦
胴
小
変
熟
、
且
願
意
王
師
。
請
公
問
主
將
、
器
用
罫
書
爲
。

 
磯
甲
羅
飽
肉
、
側
上
筆
人
飛
。
高
生
跨
鞍
馬
、
有
似
幽
井
見
。

 
厚
身
簿
尉
中
、
始
與
撞
思
量
。
借
問
今
何
官
、
黄
熱
向
武
威
。

 
 
答
云
一
書
記
、
所
憶
賢
士
知
。
人
實
不
易
知
、
雪
曇
愼
其
儀
。

 
 
十
年
出
幕
府
、
自
発
持
肩
摩
。
早
行
既
特
金
、
足
白
慰
所
思
。

 
 
男
児
功
名
遂
、
亦
在
老
大
時
。
常
恨
結
漱
淺
、
各
在
天
一
涯
。

 
 
又
如
参
與
商
、
惨
落
中
腸
悲
。
驚
風
吹
鴻
鵠
、
不
塁
上
追
随
。

 
 
黄
塵
騎
沙
漠
、
念
子
何
當
蹄
。
邊
城
有
尽
力
、
早
寄
与
軍
詩
。

 
作
品
の
解
釈
は
別
稿
に
譲
る
と
し
て
、
ま
ず
制
作
背
景
を
簡
単
に
述
べ
る
。
高

適
は
、
杜
甫
に
こ
の
作
品
を
呈
せ
ら
れ
る
以
前
、
天
宝
八
載
（
七
四
九
）
四
十
九

歳
に
し
て
よ
う
や
く
手
に
し
た
官
職
で
あ
る
尊
墨
郡
（
1
1
懐
剣
）
封
同
県
（
河
南

 
 
 
 
 
（
3
）

省
子
爵
県
）
尉
を
同
十
一
載
に
辞
し
、
長
安
に
や
っ
て
き
て
い
る
。
同
年
、
高
適

は
点
出
節
度
使
（
鎮
所
・
郵
州
脱
水
県
（
青
海
省
楽
都
県
）
）
寄
寄
翰
の
判
官
・
田

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
）

梁
丘
な
る
人
物
の
斡
旋
を
経
て
、
寄
寄
翰
に
よ
り
左
曉
衛
兵
曹
参
軍
に
推
薦
さ
れ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

寄
寄
幕
府
の
掌
書
記
の
職
に
就
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
作
品
は
、
長
安
に
て
、

杜
甫
が
寄
飾
翰
幕
府
に
向
か
う
高
適
を
送
っ
た
時
の
作
品
で
あ
る
。
な
お
高
適
が

こ
の
時
長
安
に
や
っ
て
く
る
以
前
に
、
杜
甫
と
高
適
は
交
遊
を
二
度
持
っ
て
お
り
、

一
つ
は
天
宝
三
・
四
載
、
二
人
は
李
白
も
加
え
て
梁
宋
な
ど
に
遊
び
、
一
つ
は
天

宝
五
載
、
や
は
り
李
白
と
と
も
に
斉
魯
に
遊
び
、
そ
の
冬
に
は
北
海
郡
（
1
1
青
州
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
）

治
益
都
県
（
山
東
省
益
都
県
）
）
を
訪
ね
太
守
・
李
琶
に
会
っ
て
い
る
。

 
ち
な
み
に
高
適
が
、
概
ね
八
、
九
人
で
一
官
を
争
っ
た
と
い
う
高
倍
率
の
状
況

 
 
 
 
 

の
な
か
苦
労
し
て
手
に
入
れ
た
雷
鳥
県
尉
の
職
を
自
ら
辞
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
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青
夷
軍
（
北
京
市
西
北
、
河
北
省
懐
来
県
東
南
）
へ
の
送
兵
な
ど
そ
の
職
務
内
容

が
引
締
に
と
っ
て
憤
愚
や
る
か
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
、
か
つ
て
指
摘
し

 
 
（
8
）

た
理
由
以
外
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
以
下
少
し
く
補
足
の
意

味
を
込
め
て
述
べ
て
み
た
い
。

 
高
山
の
封
丘
県
尉
辞
任
の
い
ま
ひ
と
つ
理
由
は
、
循
資
格
の
制
度
に
よ
る
無
畜

期
間
の
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
制
度
で
は
、
官
吏
は
、
現
任
官
職
の

任
期
が
終
了
し
た
と
し
て
も
す
ぐ
に
次
の
官
に
就
け
る
わ
け
で
は
な
く
、
次
の
工

部
鎗
選
に
参
加
す
る
ま
で
所
定
の
期
間
を
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
待
選
）
、
ま

た
そ
の
待
選
期
間
は
前
任
の
官
職
の
清
濁
を
基
準
と
し
て
決
め
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
高
齢
の
場
合
、
封
丘
県
尉
（
緊
県
の
尉
）
は
決
し
て
清
露
霜
で
は
な
い
の

で
、
次
の
吏
部
三
選
ま
で
か
な
り
の
年
月
待
機
す
る
こ
と
を
要
し
た
。
緊
県
（
近
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
尉
の
場
合
、
そ
れ
は
五
年
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
封
丘
県
尉
に
就
任

し
た
と
き
す
で
に
四
十
九
歳
で
あ
っ
た
応
仁
に
と
っ
て
、
四
年
の
任
期
を
勤
め
た

あ
と
五
年
間
待
機
す
る
の
は
、
あ
る
い
は
長
す
ぎ
る
時
間
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ

る
。 

さ
て
こ
の
通
常
の
ル
ー
ト
（
面
部
の
常
選
）
に
従
っ
て
い
る
限
り
、
高
適
は
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
0
）

の
詩
で
し
ば
し
ば
吐
露
し
て
き
た
青
雲
の
志
を
遂
げ
る
こ
と
は
ま
ず
で
き
な
い
。

そ
こ
で
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
節
度
使
の
幕
僚
（
幕
職
官
）
へ
の
道
を
求
め
た
と

考
え
ら
れ
る
。
た
だ
そ
れ
は
県
尉
の
四
年
の
任
期
を
終
え
て
か
ら
で
も
構
わ
な
い

は
ず
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
そ
の
職
務
に
対
す
る
憤
愚
と
と
も
に
、
幕
職
官

就
任
へ
の
何
ら
か
の
め
ど
が
付
い
た
こ
と
が
理
由
で
、
県
尉
を
任
期
途
中
で
辞
任

し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
辞
任
と
同
じ
年
の
天
宝
十
一
載
に
、
掌
書
記
の
職
を
得
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
る
こ
と
が
こ
れ
を
裏
付
け
よ
う
。

 
さ
て
こ
の
場
合
、
幕
職
官
が
官
途
に
お
い
て
持
つ
意
味
で
あ
る
が
、
立
功
に
よ

る
特
別
な
昇
進
や
糊
口
の
方
途
を
求
め
る
と
い
っ
た
こ
と
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。

玄
宗
の
治
世
、
特
に
そ
の
後
半
期
に
お
い
て
対
外
的
膨
張
政
策
が
採
ら
れ
た
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 

に
よ
り
節
度
使
が
功
名
争
い
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
な
か
、
立
功
の
チ
ャ
ン
ス
は
よ
り

多
く
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
理
由
以
外
に
、
至
親
濤
氏
に

 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
石
氏
に
よ
れ
ば
、
辺

塞
の
藩
鎮
の
判
官
（
こ
の
場
合
、
節
度
使
・
観
察
使
の
重
富
の
総
称
）
と
な
っ
て

任
期
を
満
た
せ
ば
、
上
述
の
待
選
期
間
が
二
、
三
年
分
ぜ
ら
れ
、
さ
ら
に
留
任
す

る
者
に
は
「
優
奨
」
が
加
え
ら
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
を
利
用
し
て

不
遇
微
官
の
士
人
が
功
名
を
求
め
て
辺
塞
へ
赴
い
た
と
す
る
。
石
氏
の
論
文
で
は
、

十
数
名
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
高
命
・
琴
参
も
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
。
石

窯
の
指
摘
に
従
う
な
ら
ば
、
遠
谷
に
と
っ
て
開
静
翰
の
幕
僚
と
な
っ
て
待
遠
期
間

が
減
る
と
い
う
こ
と
は
、
吏
部
の
再
選
に
従
う
よ
り
は
有
利
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
さ
ら
に
渡
邊
孝
氏
が
中
位
唐
画
の
こ
と
と
し
て
、
通
町
幕
職
官
就
任
者
に
府

主
（
節
度
使
・
観
察
使
・
行
過
使
な
ど
の
藩
帥
）
の
奏
請
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る

検
校
・
兼
・
試
の
朝
官
（
職
事
官
）
は
名
目
上
の
虚
街
で
は
あ
る
が
、
形
の
上
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
キ
ャ
リ
ア

は
朝
廷
の
職
事
官
に
叙
任
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
五
趣
と
し
て
通
用
す
る
も
の
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぬ
 

あ
っ
た
、
と
指
摘
す
る
こ
と
を
こ
こ
に
当
て
は
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
高
適
の
場
合
、
左
騙
衛
兵
曹
参
軍
が
官
資
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 
総
じ
て
高
評
に
と
っ
て
幕
職
官
に
就
く
こ
と
は
、
上
述
の
通
常
の
ル
ー
ト
（
吏

部
の
常
会
）
に
乗
っ
て
い
る
限
り
成
し
え
な
い
昇
進
を
可
能
に
す
る
、
少
な
く
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
5
）

も
そ
の
契
機
と
な
る
意
味
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
高

適
は
、
封
丘
県
尉
（
従
九
品
上
）
、
掌
書
記
・
左
饒
衛
兵
曹
参
軍
（
正
八
品
下
）
の

あ
と
、
天
宝
十
四
載
、
安
史
の
乱
と
い
う
非
常
事
態
の
な
か
で
は
あ
る
が
、
入
朝

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
6
）

し
て
左
拾
遺
（
従
八
品
上
）
つ
い
で
監
察
御
史
（
正
八
品
上
）
を
授
か
っ
て
い
る
。

ま
た
こ
れ
以
後
の
高
適
の
栄
達
は
、
有
名
で
あ
る
。

 
一
方
、
高
適
を
送
っ
た
杜
甫
は
天
宝
五
載
か
ら
長
安
に
お
い
て
浪
人
生
活
を
続

 
 
 
（
1
7
）

け
て
い
た
。
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杜甫「送高三十五書記」詩の制作をめぐって

（
二
）

 
如
上
の
背
景
の
も
と
、
杜
甫
に
よ
っ
て
「
送
高
」
詩
が
高
適
に
贈
ら
れ
た
の
で

あ
る
が
、
実
は
こ
の
作
品
の
制
作
年
に
下
記
の
三
碧
が
存
在
す
る
。
以
下
、
本
稿

で
は
、
下
記
の
先
行
研
究
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
史
料
を
も
と
に
、
制
作
時
期
の

特
定
を
試
み
た
い
。

 
ま
ず
諸
研
究
を
制
作
年
別
に
分
類
す
る
。

①
天
宝
十
一
長
坐

・
【
聞
】
：
聞
一
多
「
少
陵
先
生
年
譜
会
箋
」
（
『
聞
一
多
全
集
』
第
三
巻
（
一
九

 
 
 
 
 
八
二
年
、
三
聯
書
店
）
所
収
）

・
【
四
】
：
四
川
省
文
史
研
究
館
『
杜
甫
年
譜
』
（
一
九
五
八
年
、
四
川
人
民
出
版

 
 
 
 
 
社
）

・
【
陳
】
：
陳
選
者
『
杜
甫
評
伝
上
巻
』
（
一
九
八
二
年
、
上
海
送
籍
出
版
社
）

・
【
余
】
：
余
正
松
『
高
適
研
究
』
「
高
適
年
表
」
「
脱
略
身
外
事
 
畜
殺
天
下
才

 
 
 
 
 
⊥
局
適
与
杜
甫
的
交
誼
」
（
一
九
九
二
年
、
巴
蜀
書
社
）

②
天
宝
十
二
載
説

・
【
院
】
：
院
廷
喩
「
高
層
年
譜
」
（
『
学
術
季
刊
』
五
-
三
、
一
九
五
七
年
）
。
の

 
 
 
 
 
ち
玩
著
『
訂
正
再
版
高
常
年
歳
校
注
』
（
一
九
八
○
年
、
国
立
国
訳
館

 
 
 
 
 
中
華
叢
書
編
審
委
員
会
）
所
収
）

・
【
彰
】
：
彰
蘭
「
高
潔
系
年
考
証
」
（
『
文
史
』
三
、
一
九
六
三
年
）

・
【
吉
】
：
吉
川
幸
次
郎
『
杜
甫
詩
酒
第
一
冊
』
（
注
（
2
）
）

・
【
徐
】
：
劣
優
聞
「
高
野
詩
文
系
年
輪
」
（
『
西
南
師
範
学
院
学
報
』
一
九
八
O

 
 
 
 
 
I
二
）

・
【
謳
】
：
諌
優
学
「
高
適
行
年
考
」
（
讃
著
『
唐
詩
人
行
年
考
』
（
一
九
八
一
年
、

 
 
 
 
 
四
川
人
民
出
版
社
）
所
収
）

・
【
劉
】
：
劉
開
浴
「
高
適
年
譜
」
（
劉
著
『
高
適
詩
集
編
年
箋
註
』
（
一
九
八
一

 
 
 
 
 
年
、
中
華
書
局
）
所
収
。
『
箋
註
』
本
文
の
記
述
も
こ
れ
に
含
め
る
。

・
【
孫
】
：
孫
欽
善
「
高
適
年
譜
」
（
注
（
5
）
）

③
十
三
載
説

・
【
王
】
：
王
達
津
「
詩
人
高
志
生
平
系
詩
」
（
『
文
学
遺
産
増
刊
』
八
、
一
九
六

 
 
 
 
 
一
年
。
の
ち
翠
巌
『
唐
詩
虫
下
』
（
一
九
八
六
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
）

 
 
 
 
 
所
収
）

・
【
周
】
：
周
動
初
『
高
適
年
譜
』
（
一
九
八
○
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
）

 
 
 
 
 
（
1
8
）

 
さ
て
こ
れ
ら
を
見
る
に
、
お
お
む
ね
、
杜
甫
研
究
に
お
い
て
①
天
宝
十
一
載
説

が
と
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
高
適
研
究
で
は
そ
れ
を
一
、
二
年
遅
ら
せ
る
説
が

と
ら
れ
て
い
る
。
な
お
黒
酒
研
究
中
【
余
】
は
①
説
を
採
り
、
杜
甫
研
究
中
【
吉
】

は
②
の
【
院
】
に
従
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 

 
さ
て
①
説
は
、
【
余
】
を
除
き
、
ひ
と
し
く
す
で
に
朧
右
節
度
使
の
寄
寄
翰
の
幕

僚
と
な
っ
て
い
た
高
適
が
天
宝
十
一
載
に
寄
静
に
随
っ
て
長
安
に
入
り
、
そ
の
年

寄
飾
の
幕
府
へ
戻
る
と
き
の
作
品
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
説
に
は
、
高

適
が
い
つ
寄
寄
の
幕
僚
と
な
っ
た
か
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
【
余
】
は
、
天

宝
十
一
載
、
封
秤
量
尉
を
辞
し
た
高
適
が
寄
寄
翰
の
判
官
・
田
雷
干
の
斡
旋
を
経

て
、
掌
書
記
と
し
て
（
高
適
の
掌
書
記
就
任
が
入
幕
前
に
決
ま
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い

は
入
幕
後
に
決
ま
っ
た
か
は
、
「
送
高
」
詩
画
聖
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
と
な
る
の
で
、
後
に

検
討
す
る
。
い
ま
は
そ
の
判
断
を
せ
ず
、
仮
に
こ
の
よ
う
に
記
し
て
お
く
。
以
下
同
じ
。
）

そ
の
幕
府
へ
赴
く
時
の
作
と
す
る
。

 
②
説
は
、
【
玩
】
が
、
天
宝
十
一
載
に
長
安
に
て
寄
購
書
の
知
遇
を
得
た
高
適
が

翌
十
二
載
そ
の
幕
府
へ
赴
く
と
き
の
作
品
と
す
る
。
【
彰
】
は
、
高
適
は
九
載
に
封

入
県
尉
を
辞
し
て
河
右
（
1
1
河
西
）
の
地
に
客
等
し
、
翌
年
長
安
へ
返
り
、
十
一

載
宋
州
宋
城
県
（
河
南
省
商
丘
県
・
高
適
が
長
ら
く
客
居
し
て
い
た
ま
ち
）
へ
の

一
時
帰
宅
を
経
て
、
十
二
載
に
長
安
か
ら
寄
箭
翰
の
幕
府
へ
赴
い
た
と
き
の
作
品

と
す
る
。
【
劉
】
【
孫
】
は
、
十
一
載
、
封
盆
景
尉
を
辞
し
た
高
適
が
寄
飾
翰
の
判

官
・
田
梁
丘
の
斡
旋
を
経
て
、
掌
書
記
と
し
て
そ
の
幕
府
へ
赴
き
、
そ
の
年
の
冬
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寄
寄
に
随
っ
て
長
安
に
入
り
、
翌
十
二
載
の
夏
寄
野
の
幕
府
へ
戻
る
と
き
の
作
品

で
あ
る
と
す
る
。
【
調
】
は
、
田
正
配
の
斡
旋
に
触
れ
ず
、
十
一
載
に
朧
右
に
客
重

し
て
寄
飾
翰
幕
府
の
掌
書
記
と
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
、
【
劉
】
【
孫
】
と
異
な
る
。

【
徐
】
は
、
高
適
が
天
宝
九
載
に
封
丘
県
尉
を
辞
し
て
河
西
の
地
に
客
齎
し
、
翌

十
載
に
田
梁
丘
の
斡
旋
で
寄
釘
翰
の
掌
書
記
と
な
っ
た
と
す
る
経
緯
が
、
【
劉
】

 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
0
）

【
孫
】
と
違
っ
て
い
る
。
な
お
高
適
の
封
宿
守
尉
辞
任
を
九
載
と
す
る
の
は
、
高

適
の
年
譜
中
、
【
徐
】
の
ほ
か
に
【
彰
】
だ
け
で
あ
り
、
い
ま
は
十
一
載
と
し
て

 
（
2
1
）

お
く
。

 
③
説
【
周
】
は
、
十
一
載
に
封
丘
県
尉
を
辞
職
し
た
高
適
が
翌
十
二
載
に
田
梁

丘
の
斡
旋
で
入
幕
し
、
十
三
載
掌
書
記
と
な
り
、
そ
の
夏
寄
若
虫
に
随
っ
て
長
安

に
入
り
、
再
び
河
西
へ
戻
る
と
き
の
作
と
し
て
い
る
。
【
王
】
は
封
丘
県
尉
辞
任
を

天
宝
三
載
と
誤
り
（
注
（
2
1
）
参
照
）
、
ま
た
田
脚
註
の
斡
旋
に
触
れ
な
い
が
、
他
の

経
緯
は
概
ね
【
周
】
に
同
じ
い
。
つ
ま
り
【
周
】
【
王
】
は
、
高
場
の
入
幕
を
十

 
 
 
 

二
載
、
「
送
高
」
詩
の
作
成
を
十
三
載
と
す
る
点
で
、
②
説
【
諌
】
【
劉
】
【
孫
】
を

一
年
遅
ら
せ
た
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
資
治
通
話
』
（
巻
二
一
七
）
の
「
（
天
寳
）

十
三
載
…
…
三
月
：
…
・
寄
飾
翰
亦
爲
其
部
將
論
功
、
…
…
翰
又
奏
野
面
之
子
武
爲

節
度
判
官
、
河
東
呂
謹
爲
支
度
判
官
、
前
号
丘
層
層
適
爲
掌
書
記
…
…
」
に
従
っ

た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
試
適
が
寄
喜
喜
に
よ
っ
て
掌
書
記
と
し
て
奏
上
さ
れ
る

以
前
に
「
送
高
三
十
五
書
記
」
詩
は
作
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
こ

の
『
通
鑑
』
の
記
事
に
つ
い
て
、
②
説
の
【
吉
】
【
謂
】
【
劉
】
【
孫
】
は
、
事
後
の

正
式
奏
聞
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
三
）

 
さ
て
「
球
団
」
詩
の
制
作
年
の
諸
説
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
と
し
て
、
こ
こ
で

「
送
高
」
詩
の
制
作
年
以
外
に
、
①
②
③
説
に
お
い
て
異
説
が
存
在
す
る
こ
と
、

あ
る
い
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
容
易
に
気
付
か
れ
よ
う
。

そ
れ
は
高
適
が
寄
静
翰
の
幕
僚
と
し
て
そ
の
幕
府
に
入
っ
た
時
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ま
ず
こ
れ
を
決
定
す
る
こ
と
が
「
送
高
」
譜
系
年
の
前
提
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
以
下
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。

 
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
上
記
の
試
適
の
諸
年
譜
の
ほ
か
に
、
下
記
の
論
文
に
お

 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

い
て
言
及
さ
れ
て
お
り
、
と
も
に
天
宝
十
二
載
入
幕
説
を
と
っ
て
い
る
。

・
【
鉄
】
：
陳
鉄
血
「
高
丘
何
時
入
河
西
幕
」
（
『
中
華
文
史
論
叢
』
一
九
七
九
-

 
 
 
 
 
三
、
一
九
七
九
年
）

・
【
傅
】
：
傅
瑛
琢
「
高
適
年
譜
中
的
幾
個
問
題
」
（
傅
著
『
唐
代
詩
人
叢
考
』
（
一

 
 
 
 
 
九
八
○
年
、
中
華
書
局
）
所
収
）

 
以
下
、
諸
年
譜
や
右
の
論
文
に
よ
り
な
が
ら
論
じ
て
ゆ
く
。

 
さ
て
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
れ
ぽ
、
高
適
の
寄
飾
翰
幕
府
入
幕
を
考
え
る
上
で
鍵

と
な
る
文
献
は
、
次
に
順
に
検
討
す
る
二
つ
で
あ
る
。
（
な
お
以
後
、
諸
年
譜
に
つ
い

て
は
以
下
に
挙
げ
る
史
料
を
論
拠
と
し
て
扱
う
も
の
だ
け
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す

る
。
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
1
）
高
富
「
奉
寄
平
原
顔
太
守
井
序
」
（
二
四
五
頁
）

 
こ
の
詩
は
、
版
本
系
統
の
高
適
集
に
は
載
せ
ず
、
敦
煙
文
書
P
3
8
6
2
（
『
高

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
5
）

適
詩
集
残
巻
』
）
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

 
そ
の
序
に
「
初
顔
公
任
蘭
下
郎
、
與
余
有
周
旋
之
分
、
而
馬
丁
賦
特
等
深
青
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

泊
擢
在
憲
司
、
老
僕
寓
言
梁
宋
。
今
南
海
太
守
張
公
之
牧
野
也
、
亦
虚
空
僕
節
高
、

心
慮
所
製
詩
集
於
明
主
。
而
顔
弓
又
作
四
諦
詩
敷
百
字
並
序
、
悪
妻
公
吹
嘘
盗
心
、

兼
述
小
人
狂
簡
之
盛
、
遍
呈
當
代
塁
英
。
況
終
不
才
、
無
言
爲
用
、
龍
蔵
開
鐙
、

適
負
知
己
。
夫
意
所
感
、
乃
形
於
言
、
凡
廿
韻
。
」
と
あ
る
。

 
ま
ず
詩
題
の
「
平
原
顔
太
守
」
は
顔
真
卿
。
唐
代
で
平
原
郡
（
1
1
徳
州
、
治
安

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
6
）

徳
県
（
山
東
省
陵
県
）
）
の
太
守
で
あ
っ
た
顔
姓
の
人
物
は
顔
真
卿
だ
け
で
あ
る
。

顔
の
平
原
太
守
就
任
時
期
に
つ
い
て
は
、
論
語
剛
「
顔
魯
公
年
譜
」
（
四
部
引
墨
『
顔

魯
公
文
集
』
所
収
）
に
「
（
天
位
）
十
二
載
癸
巳
、
公
証
四
十
五
。
楊
國
忠
直
前
事

街
之
、
 
稻
請
揮
出
公
定
平
原
太
守
。
按
、
十
三
載
有
東
方
希
書
賛
碑
陰
鷺
宮
、
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去
歳
拝
此
郡
。
土
量
是
斗
出
守
、
明
 
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
天
華
十
二
載
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
顔
の
「
東
方
先
生
書
賛
碑
陰
記
」
は
『
文
集
』
巻
十
三
に

載
せ
、
必
要
部
分
の
み
示
せ
ば
「
東
方
先
生
思
妻
者
、
奮
散
騎
常
翌
翌
侯
上
之
所

作
也
。
…
…
上
作
斯
文
三
型
、
大
夫
翌
翌
、
字
曼
情
、
平
原
獣
次
人
。
…
…
故
獣

山
城
、
今
在
室
原
郡
安
徳
以
東
北
二
十
二
里
、
…
…
其
賛
開
元
八
年
刺
史
杏
里
思

復
刻
干
石
碑
、
眞
卿
去
歳
拝
熱
型
、
…
…
有
唐
天
寳
十
三
載
季
冬
辛
卯
朔
建
。
」
と

あ
り
、
留
氏
「
年
譜
」
が
正
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
琴
参
「
送
顔
平
原
井
序
」

（
注
（
1
6
）
劉
氏
『
母
語
詩
集
編
年
箋
註
』
二
一
二
七
頁
）
の
序
に
は
「
十
二
年
春
、

有
詔
補
尚
書
十
敷
公
爲
郡
守
。
上
葉
賦
詩
膓
撃
公
、
悪
計
蓬
莱
前
殿
、
砂
錫
以
糟

畠
、
寵
饒
加
等
。
参
美
顔
公
是
行
、
爲
寵
別
章
句
。
」
と
あ
り
、
顔
真
卿
の
赴
任
は

十
二
載
の
春
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

 
次
に
詩
序
の
「
今
南
海
太
守
張
公
之
上
梁
也
、
手
配
以
僕
爲
才
、
遂
奏
所
製
詩

集
於
明
主
。
」
に
つ
い
て
、
張
公
は
こ
の
時
、
南
海
郡
（
1
1
広
州
。
治
南
海
県
（
広

東
省
広
州
市
）
）
太
守
で
、
か
つ
て
「
牧
梁
」
つ
ま
り
唯
陽
郡
太
守
（
H
宋
州
刺

史
。
梁
は
宋
州
の
古
名
）
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
り
、
そ
れ
は
両
唐
書
の
高
上
傳
か

ら
、
天
宝
八
載
に
高
箒
を
有
道
科
に
推
薦
し
た
張
九
皐
（
張
二
面
の
弟
）
で
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
同
年
に
、
高
適
は
及
第
し
て
封
丘
県
尉
を
授
か
る
。
さ
て

「
今
南
海
太
守
張
公
」
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
薫
折
撰
の
「
唐
銀
青
光
禄
大
夫
・
嶺

南
五
罪
節
度
経
署
採
訪
庭
児
等
使
・
撮
御
史
中
豊
・
賜
紫
金
魚
袋
・
殿
中
監
・
南

康
縣
開
楽
聖
・
贈
揚
州
大
都
上
長
史
・
張
公
神
道
碑
」
（
『
全
唐
文
』
巻
三
五
五
）

と
題
さ
れ
た
張
九
皐
の
神
道
碑
に
「
…
…
進
封
南
康
縣
開
國
男
、
賞
有
功
也
。
屡

南
夷
不
襲
、
西
蜀
騒
動
、
椅
角
之
勢
、
連
於
善
業
。
以
公
有
纒
署
之
迄
、
委
公
認

干
城
之
任
。
乃
除
南
海
太
守
兼
五
府
節
度
纒
署
採
訪
庭
置
等
使
、
撮
御
史
中
丞
、

賜
紫
金
魚
袋
。
…
…
特
全
銀
青
光
禄
大
夫
、
兼
手
製
益
糞
意
國
伯
、
受
難
七
百
戸
。

…
…
理
博
、
遷
殿
中
監
。
皇
土
壼
飾
、
玉
食
惟
精
。
六
華
押
能
、
一
心
主
観
。
服

御
器
用
、
必
信
必
誠
。
勤
労
不
逞
、
積
憂
聚
癒
。
雪
天
寳
十
四
載
四
月
二
十
日
、

三
塁
曾
於
西
京
常
樂
里
之
私
第
。
春
秋
六
十
有
六
。
」
と
あ
り
、
神
道
碑
の
題
名
と

そ
の
記
述
か
ら
、
張
九
皐
が
殿
中
監
（
従
三
品
）
と
な
っ
て
天
宝
十
四
載
四
月
に

急
死
す
る
直
前
の
任
務
が
南
海
太
守
兼
嶺
南
五
府
節
度
経
略
採
訪
処
置
等
使
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
高
軽
軽
の
序
に
は
「
今
南
海
太
守
」
と
あ
る
か
ら
、

詩
は
張
九
皐
の
生
前
の
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
と
上
記
の
顔

真
卿
の
平
原
太
守
就
任
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
高
適
の
詩
は
、
天
空
十
二
忌
避

か
ら
遅
く
と
も
十
四
載
四
月
ま
で
の
期
間
に
作
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

 
と
こ
ろ
で
高
適
の
詩
は
、
そ
の
後
半
部
分
に
「
上
命
玉
鹿
西
、
薄
才
添
從
戎
。

宣
言
翠
蔓
心
、
二
世
匹
夫
雄
。
早
上
漏
良
士
、
弱
法
難
彫
籠
。
行
軍
動
若
飛
、
旋

施
信
嚴
終
。
屡
陪
投
膠
醇
、
矯
賀
立
山
功
。
錐
無
汗
馬
螢
、
長
喜
沙
塞
空
。
去
去

勿
復
道
、
所
思
積
深
衷
。
一
爲
天
崖
客
、
三
見
南
飛
鴻
。
磨
雪
解
關
外
、
瓢
翻
随

蒋
蓬
。
」
と
西
域
で
の
幕
僚
生
活
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
寄
飾
翰
の
幕
府
に

お
け
る
作
品
で
あ
り
、
し
か
も
末
尾
四
句
よ
り
秋
期
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
し
て
み
る
と
高
適
の
「
奉
寄
平
原
顔
太
守
奇
絶
」
は
、
天
宝
十
二
載
の
秋
か

十
三
載
の
秋
、
寄
子
翰
幕
府
に
お
け
る
作
品
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
以
上
の
考
証
は
、
概
ね
【
孫
】
に
よ
り
、
若
干
の
補
足
を
お
こ
な
っ
た
。

 
さ
て
【
調
】
【
劉
】
【
孫
】
は
、
こ
の
高
適
の
詩
を
天
宝
十
三
載
に
系
坐
し
て
い

る
。
【
徐
】
は
十
二
載
の
作
と
す
る
。
な
お
【
鉄
】
【
傅
】
【
周
】
は
、
張
九
皐
が
十

四
載
四
月
に
没
し
た
こ
と
に
気
付
い
て
お
ら
ず
、
こ
の
作
品
を
十
四
載
秋
の
作
と

し
て
い
る
が
（
【
鉄
】
は
秋
と
は
明
言
し
な
い
が
、
文
脈
よ
り
そ
う
と
れ
る
）
、
こ
れ
は

当
然
「
今
南
海
太
守
」
と
い
う
記
述
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
り
、
従
い
が
た
い
。

 
こ
こ
で
②
説
に
お
い
て
、
【
課
】
【
劉
】
【
孫
】
と
【
徐
】
が
異
な
っ
て
い
た
点

は
、
前
三
説
が
高
適
が
封
丘
県
尉
を
辞
任
し
て
寄
長
居
の
幕
府
へ
赴
い
た
の
を
天

宝
十
一
載
で
あ
る
と
す
る
の
に
対
し
、
【
徐
】
は
県
尉
を
辞
任
し
て
河
西
に
客
遊
し

た
の
が
上
畳
で
翌
十
載
に
華
飾
の
幕
僚
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

い
ま
問
題
は
、
高
話
が
辺
塞
の
地
に
入
っ
た
年
が
、
十
一
載
か
九
載
か
の
違
い
で

あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
高
士
詩
の
系
年
と
強
く
関
わ
っ
て
い
る
。
【
諦
】
【
劉
】
【
孫
】

の
考
え
方
は
、
こ
の
詩
の
コ
爲
天
崖
客
、
三
見
南
飛
鴻
。
」
に
基
づ
き
、
こ
の
詩
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を
系
年
す
る
十
三
載
（
の
秋
）
か
ら
計
算
す
る
と
十
一
載
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
一
方
【
徐
】
の
考
え
方
は
、
こ
の
詩
を
系
年
す
る
十
二
載
（
の
秋
）
か
ら

計
算
す
る
と
十
載
に
な
る
が
、
高
適
が
寄
寄
翰
に
随
っ
て
長
安
に
や
っ
て
き
た
年

で
あ
る
十
一
載
を
除
く
と
、
九
載
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ひ
と

ま
ず
【
讃
】
【
劉
】
【
孫
】
の
十
一
載
説
を
と
る
こ
と
と
し
、
【
徐
】
説
の
可
否
に
つ

い
て
は
、
次
の
作
品
に
つ
い
て
の
検
討
の
な
か
で
言
及
し
た
い
。
（
ち
な
み
に
十
二
載

入
幕
説
を
と
る
【
鉄
】
【
傅
】
【
周
】
は
、
右
の
二
句
に
基
づ
き
、
高
息
の
詩
を
天
宝
十
四

載
に
系
晒
し
て
い
る
。
）

（
2
）
「
自
武
威
赴
臨
挑
謁
大
夫
不
及
因
書
即
事
寄
河
西
朧
右
幕
下
諸
公
」
（
二
二

 
 
〇
頁
）

 
こ
の
作
品
も
版
本
系
統
の
高
適
集
に
は
載
せ
ず
、
P
2
5
5
2
（
『
唐
人
選
唐
詩

残
巻
』
）
に
見
え
る
も
の
で
あ
り
、
東
洋
文
庫
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
確
認
す
る

と
、
詩
題
の
「
大
夫
」
の
上
に
空
格
が
あ
る
。
高
適
の
事
跡
か
ら
考
え
て
こ
こ
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
8
）

は
「
寄
寄
（
翰
）
」
以
外
入
り
得
な
い
が
、
ま
ず
、
そ
の
半
弓
翰
が
、
「
大
夫
」
と

呼
ば
れ
る
官
職
つ
ま
り
「
御
史
大
夫
」
を
得
た
の
が
天
宝
八
載
で
あ
る
。
次
に
「
河

西
朧
右
幕
下
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
寄
静
翰
は
こ
の
時
、
朧
右
節
度
使
に
加
え
て

河
西
節
度
使
を
兼
任
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
寄
飾
が
河
西
節
度
使
を
拝
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
2
9
）

の
は
史
料
に
よ
れ
ば
天
冠
十
二
載
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
詩
の
制
作
は
、
天
意
十

二
載
以
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
次
に
こ
の
詩
に
は
「
浩
蕩
去
郷
縣
、
瓢
薫
習
節
施
。
揚
鞭
獲
武
威
、
落
日
至
臨

挑
。
主
人
未
相
識
、
客
子
心
切
切
。
顧
見
征
野
蹄
、
始
知
士
馬
豪
。
…
…
立
馬
眺

洪
河
、
驚
風
吹
白
蕎
。
雲
屯
寒
色
苦
、
雪
合
婁
山
高
。
…
…
我
本
江
雪
遊
、
逝
將

心
利
逃
。
一
朝
感
推
薦
、
萬
里
從
英
施
。
…
…
相
士
悪
入
幕
、
細
螺
願
同
坐
。
清

論
揮
塵
尾
、
乗
酎
墨
黒
蟄
。
中
言
壼
易
酬
、
深
意
方
響
陶
。
微
仙
腸
不
遂
、
終
然

忌
屋
刀
。
」
と
あ
り
、
特
に
「
主
人
（
1
1
寄
箭
翰
）
未
相
識
、
客
子
心
切
切
。
」
か

ら
、
入
幕
し
て
間
も
な
い
時
の
作
品
（
季
節
は
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
）
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
（
ま
た
こ
こ
か
ら
、
（
二
）
節
の
②
説
【
院
】
が
、
高
踏
が
天
宝
十
一
載
に

長
安
に
て
寄
紆
翰
の
知
遇
を
得
た
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
）

 
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
詩
は
、
高
鷲
十
二
載
以
後
の
作
で
、
且
つ
高
適
が
入

幕
し
て
間
も
な
く
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
天
狗
十
二
載
入
幕
説
を
と
る

【
鉄
】
【
周
】
（
【
傅
】
は
言
及
し
な
い
）
が
、
こ
の
作
品
を
天
心
十
二
載
に
丁
年
し

て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
立
場
上
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
天

蓋
十
二
載
入
幕
説
は
、
（
1
）
で
検
討
し
た
と
お
り
難
点
が
あ
り
従
い
が
た
い
。

で
は
（
1
）
で
取
り
上
げ
た
他
説
が
、
こ
の
「
自
武
威
赴
臨
挑
謁
大
夫
不
及
」
詩

を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
で
あ
る
が
、
十
一
載
入
幕
説
を
と
る
【
謂
】
【
劉
】

【
孫
】
は
、
【
謳
】
が
こ
の
詩
を
十
二
載
の
作
と
し
、
【
劉
】
【
孫
】
が
十
一
載
の
作

と
し
て
い
る
。

 
ま
ず
【
謂
】
が
入
幕
を
十
一
載
と
し
、
こ
の
詩
を
十
二
載
の
作
と
す
る
の
は
、

史
料
的
に
は
一
見
矛
盾
せ
ず
、
整
合
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
【
謂
】

に
従
う
と
、
十
一
載
に
入
幕
し
て
掌
書
記
を
授
か
り
な
が
ら
、
翌
年
の
秋
冬
ま
で

「
主
人
」
寄
箭
翰
と
「
未
相
識
」
面
識
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
は
難

点
が
あ
ろ
う
。

 
次
に
【
劉
】
【
孫
】
は
「
自
武
威
轟
轟
挑
謁
大
夫
不
及
」
詩
の
系
年
に
つ
い
て
ど

う
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
入
幕
し
て
間
も
な
い
時
の
作
品
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
を
十
一
載
に
男
気
で
き
る
根
拠
が
な
け
れ
ば
、
両
者
の
十
一
載
入
幕

説
も
難
点
を
生
ず
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
て
【
劉
】
【
孫
】
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て

同
様
の
考
え
を
示
し
て
お
り
、
両
者
の
論
を
総
合
す
る
と
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に

な
る
。
『
奮
唐
書
』
（
巻
一
〇
六
）
李
黙
黙
傳
と
『
資
治
通
鑑
』
（
巻
二
一
六
）
に
見

え
る
、
天
寳
十
一
載
四
月
、
朔
方
節
度
使
を
兼
任
し
て
い
た
李
林
甫
が
、
節
度
副

使
の
李
献
忠
が
叛
し
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
解
任
を
願
い
出
、
後
任
に
河
西
節
度
使

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
0
）

で
あ
っ
た
安
思
順
（
天
宝
六
野
就
任
）
を
推
薦
し
、
安
が
朔
方
節
度
使
と
な
っ
た

と
い
う
記
事
に
注
目
し
、
十
一
載
四
月
に
安
思
順
が
河
西
節
度
使
か
ら
二
方
節
度

使
に
転
任
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
と
き
寄
飾
翰
が
実
質
的
に
河
西
節
度
使
に
就
任

し
て
お
り
（
【
劉
】
は
権
知
河
西
節
度
で
あ
っ
た
と
す
る
）
、
史
書
が
寄
飾
の
就
任
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杜甫「送高三十五書記」詩の制作をめぐって

を
翌
十
二
載
と
す
る
の
は
正
式
の
任
命
で
あ
ろ
う
、
と
推
定
し
て
い
る
。
ま
た
【
孫
】

は
、
朧
右
・
河
西
両
節
度
使
を
一
人
が
兼
任
す
る
例
が
多
い
こ
と
と
、
安
思
順
が

河
西
節
度
使
で
あ
っ
た
と
き
も
寄
飾
翰
が
朧
右
・
河
西
の
書
見
を
統
帥
し
て
軍
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
1
）

行
動
を
起
こ
し
て
い
る
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
河
西
節
度
使
が
欠
員
の
時
に
寄
託

翰
が
こ
れ
を
兼
任
し
た
の
は
十
分
あ
り
得
る
と
す
る
。
つ
ま
り
【
劉
】
【
孫
】
に
よ

れ
ば
、
寄
寄
翰
は
家
宝
十
一
載
四
月
に
は
実
質
的
に
河
西
節
度
使
と
な
っ
て
い
る

の
で
、
「
自
武
威
赴
臨
挑
謁
大
夫
職
及
」
詩
が
十
一
載
の
制
作
で
あ
っ
て
も
矛
盾
し

な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

 
最
後
に
（
1
）
で
そ
の
適
否
を
保
留
し
て
い
た
【
徐
】
の
天
宝
九
載
河
西
客
足
・

記
載
入
幕
説
で
あ
る
が
、
【
徐
】
は
、
「
自
武
威
赴
岩
蓼
謁
大
夫
不
及
」
詩
を
入
幕

時
の
十
載
に
系
年
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
立
場
上
当
然
と
言
え
る
。
し
か
し

上
述
の
と
お
り
、
寄
寄
翰
が
実
質
的
に
河
西
節
度
使
（
権
知
河
西
節
度
）
に
就
く

の
は
十
一
載
四
月
で
あ
る
の
で
、
こ
の
詩
を
そ
れ
よ
り
一
年
早
い
十
三
に
系
養
す

る
の
は
、
無
理
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
自
ず
か
ら
【
徐
】
の
十

載
入
幕
説
も
成
り
立
た
ず
、
同
時
に
九
載
河
西
再
遊
説
も
成
立
し
な
い
こ
と
に
な

 
（
3
2
）

ろ
う
。

 
（
1
）
で
ひ
と
ま
ず
の
結
論
と
し
た
高
適
天
宝
十
一
載
入
幕
説
は
、
「
自
武
威
赴

臨
挑
謁
大
夫
不
及
」
詩
の
系
年
に
つ
い
て
、
【
劉
】
【
孫
】
に
よ
る
如
上
の
推
論
に

さ
ほ
ど
無
理
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
で
も
、
高
慢
の
入
幕
は
天
宝
十

一
載
の
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
と
す
る
。

（
四
）

 
質
業
の
寄
飾
翰
幕
府
へ
の
入
幕
が
天
宝
十
一
載
で
あ
る
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る

高
適
詩
よ
り
、
高
手
は
十
二
載
に
河
朧
（
河
西
・
朧
右
）
の
地
よ
り
長
安
に
戻
っ

て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

 
（
3
）
高
適
「
李
雲
南
征
蟹
詩
井
序
」
（
二
二
三
頁
）

 
そ
の
序
に
は
「
天
仁
十
一
載
、
国
訳
伐
西
南
夷
。
右
歯
黒
公
兼
節
制
之
寄
、
乃

山
前
雲
南
太
守
李
二
三
海
自
交
趾
撃
之
。
道
路
上
難
、
往
復
敷
萬
里
、
二
百
陣
所

未
通
也
。
十
二
載
四
月
至
長
安
、
君
子
是
以
知
廟
堂
黒
雲
、
而
李
公
豊
海
。
適
恭

斯
人
之
菖
、
因
賦
嘉
詩
。
」
と
あ
る
。

 
上
宝
十
一
載
、
前
の
雲
南
太
守
・
李
慾
が
詔
を
受
け
て
「
攣
」
時
「
西
南
夷
」
（
口

南
詔
）
を
征
伐
し
、
勝
利
を
お
さ
め
て
長
安
に
凱
旋
し
た
の
を
こ
と
ほ
い
だ
詩
で

あ
る
。
こ
の
序
は
、
天
宝
十
二
載
四
月
に
高
適
が
長
安
お
い
て
こ
の
詩
を
作
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
ま
た
高
適
諸
年
譜
・
【
鉄
】
【
傅
】
も
す
べ
て
こ

れ
に
同
意
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
【
傅
】
【
孫
】
に
よ
れ
ば
こ
の
勝
利
は
、
隠
避
書

や
『
資
治
通
鑑
』
な
ど
の
史
料
に
は
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
詩
に
よ
っ
て
史
伝

の
欠
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

 
十
二
載
四
月
に
長
安
に
戻
っ
た
あ
と
の
高
適
の
行
動
は
、
次
の
史
料
が
明
ら
か

に
し
て
く
れ
る
。

 
（
4
）
1
⑦
独
孤
及
「
急
心
賛
広
益
鼠
戸
赴
京
序
」
（
『
毘
陵
集
』
巻
十
六
）

 
こ
れ
に
は
「
十
二
載
冬
十
月
、
果
以
悪
才
徴
。
龍
泉
自
惜
、
全
品
牛
斗
之
次
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
3
）

美
玉
無
脛
、
寛
爲
秦
人
所
得
。
」
と
あ
り
、
ま
ず
詩
題
の
陳
兼
が
節
度
使
の
辟
召
に

応
じ
て
長
安
に
赴
い
た
の
が
天
上
十
二
載
十
月
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

 
（
4
）
1
④
独
孤
及
「
送
陳
兼
鷹
辟
兼
寄
面
心
頁
至
」
（
『
毘
工
廠
』
巻
二
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
4
）

 
こ
れ
に
は
⑦
と
同
時
の
作
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
ま
た
詩
題
に
「
寄
高
適
」

と
あ
り
、
詩
に
は
「
高
侯
乗
戎
翰
、
策
馬
観
西
夷
。
方
從
幕
中
事
、
参
謀
王
者
師
。

費
生
去
洛
陽
、
規
耀
琳
榔
姿
。
芳
名
動
百
歩
、
逸
韻
凌
南
皮
。
粛
粛
畢
鴻
毛
、
冷

然
順
風
吹
。
波
流
有
同
異
、
由
是
限
別
離
。
漢
塞
隔
朧
底
、
秦
川
連
鏑
池
。
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
詩
が
作
ら
れ
た
時
、
高
適
は
寄
寄
翰
の
幕
中
に
あ
っ
た
と
見

 
 
（
3
5
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
6
）

て
よ
い
。
ま
た
陳
套
が
応
じ
た
の
は
寸
土
翰
の
辟
召
で
あ
り
、
独
野
選
は
陳
兼
に

託
し
て
幕
中
の
高
適
に
こ
の
詩
を
寄
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
⑦
④
よ
り
、

陳
兼
が
長
安
に
赴
い
た
天
宝
十
二
載
十
月
ま
で
に
は
、
高
適
は
す
で
に
寄
寄
翰
の

幕
府
に
戻
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
な
お
（
4
）
の
史
料
は
【
傅
】
の
指
摘
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に
よ
る
が
、
【
周
】
も
こ
れ
を
襲
い
、
【
孫
】
は
④
に
の
み
言
及
し
て
い
る
。
総
じ

て
最
適
諸
年
譜
は
、
十
二
載
冬
に
は
、
高
適
は
河
朧
の
地
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

 
し
た
が
っ
て
（
3
）
（
4
）
よ
り
、
十
一
載
に
寄
箭
翰
幕
府
へ
入
幕
し
て
河
朧
の

地
に
あ
っ
た
高
適
は
、
十
二
載
四
月
に
は
長
安
へ
返
っ
て
お
り
、
ま
た
同
年
冬
ま

で
に
は
再
び
河
朧
に
の
地
に
戻
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（
五
）

 
こ
こ
で
（
二
）
節
で
提
起
し
た
杜
甫
「
送
高
」
詩
の
制
作
系
年
の
検
討
に
戻
る
。

 
「
送
高
」
詩
の
系
年
に
つ
い
て
、
高
適
の
入
幕
を
天
堂
十
一
載
と
す
る
②
説
【
課
】

【
劉
】
【
孫
】
は
、
入
幕
の
年
に
系
評
せ
ず
、
翌
十
二
載
の
作
品
と
し
て
い
る
。
こ

れ
は
仇
氏
『
詳
註
』
が
「
送
高
」
詩
の
題
下
で
、
『
奮
唐
書
』
（
巻
一
＝
）
高
適

意
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
論
ず
る
の
に
従
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
丁
寧
書
『
…
…
解

褐
沐
一
封
丘
尉
、
非
其
好
也
、
乃
即
位
、
客
星
河
右
。
河
西
節
度
使
寄
箭
翰
、
見

（
高
適
）
而
異
好
、
心
癖
左
驕
衛
兵
曹
、
充
翰
墨
掌
書
記
。
從
翰
入
朝
、
盛
稻
之
於

上
前
。
』
檬
此
、
最
適
爲
書
記
、
在
心
逸
入
朝
之
前
、
其
入
朝
稻
適
、
亦
志
気
十
一

載
時
。
奉
書
至
京
、
而
公
作
撫
養
送
之
也
。
」
『
詳
註
』
の
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
高

適
が
掌
書
記
と
な
っ
た
の
が
、
入
幕
後
に
寄
箭
翰
と
初
め
て
会
い
、
彼
に
「
異
」

と
評
価
さ
れ
て
か
ら
後
で
あ
り
、
且
つ
高
適
が
寄
寄
に
随
っ
て
入
朝
す
る
前
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
な
お
寄
釘
翰
の
十
一
載
の
入
朝
に
つ
い
て
、
『
資
治
通
号
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
7
）

（
巻
二
一
六
）
は
、
冬
の
こ
と
と
記
録
す
る
。
こ
れ
ら
を
上
述
の
高
島
入
幕
に
つ

い
て
の
結
論
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
十
一
載
に
寄
寄
翰
幕
府
へ
入
幕
し
掌

書
記
を
授
か
っ
た
高
島
は
、
そ
の
冬
に
寄
静
翰
と
共
に
長
安
に
入
り
、
翌
十
二
載

四
月
に
は
ま
だ
長
安
に
滞
在
し
て
い
た
。
ま
た
杜
甫
の
「
送
高
」
詩
は
章
句
の
「
睦

咽
小
変
熟
」
よ
り
夏
の
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
高
適
は
十
二
載
夏
に
再

び
河
朧
に
赴
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
杜
甫
が
掌
書
記
と
な
っ
た
高
官
を
送
っ

た
「
送
高
」
詩
は
こ
の
時
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
ち
な
み
に
、
入
幕
を
十
二
載
と
す
る
③
説
【
王
】
【
周
】
に
お
い
て
も
「
魚
串
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
8
）

詩
を
入
幕
の
翌
年
の
作
と
し
て
お
り
、
①
説
【
聞
】
【
四
】
【
陳
】
で
も
寄
寄
翰
幕

府
へ
初
め
て
赴
任
す
る
時
の
作
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
上
記
『
詳
註
』
の

考
え
方
に
従
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
と
こ
ろ
で
十
一
載
入
幕
説
を
と
る
も
の
の
な
か
で
も
、
「
送
高
」
詩
を
寄
箭
翰
幕

府
へ
初
め
て
赴
任
す
る
時
の
作
と
し
て
い
る
説
も
あ
る
。
①
説
【
余
】
で
あ
る
。

こ
の
説
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
『
詳
註
』
の
考
え
方
に
は
反
す
る
が
、
赴
任
前
に

掌
書
記
就
任
が
決
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
送

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
三
十
五
書
記
」
な
る
詩
題
で
も
矛
盾
は
し
な
い
。

 
「
頭
高
」
詩
が
、
初
め
て
の
赴
任
の
時
の
作
か
、
入
幕
後
長
安
に
戻
り
再
び
河

朧
に
赴
く
と
き
の
作
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
論
者
は
『
詳
註
』
の
考
え
方
に
従

い
後
者
を
支
持
し
た
い
が
、
そ
れ
を
補
強
す
る
た
め
に
は
、
「
送
高
」
詩
自
体
の
措

辞
を
見
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
工
高
」
詩
の
「
人
實

不
易
知
、
更
須
愼
其
儀
。
（
人
（
の
器
量
）
は
な
か
な
か
知
り
に
く
い
も
の
だ
。
（
寄

寄
翰
が
）
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
君
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
君
は
今
ま
で
よ
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

も
っ
と
そ
の
身
の
態
度
を
つ
つ
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
）
」
が
、
送
別
時
に
寄
箭
翰

と
高
適
と
が
既
知
の
仲
で
あ
る
（
し
か
し
深
く
理
解
し
あ
う
ま
で
に
は
至
っ
て
い

な
い
）
こ
と
を
示
し
、
且
つ
初
め
て
入
幕
し
て
間
も
な
い
と
き
の
「
自
重
雲
量
臨

面
謁
大
夫
不
及
」
詩
の
「
主
人
未
相
識
、
客
子
心
切
切
。
」
と
い
う
状
況
（
（
三
）
節

（
2
）
参
照
）
と
は
同
じ
で
は
な
い
、
と
す
る
【
孫
】
の
説
が
参
考
に
な
ろ
う
。
つ

ま
り
高
適
が
「
主
人
未
相
識
、
客
子
心
切
切
。
」
と
い
う
状
況
の
時
に
、
す
で
に
掌

書
記
を
授
け
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

 
ま
た
王
維
に
「
送
高
判
官
從
軍
赴
河
西
序
」
な
る
送
序
が
あ
り
、
そ
の
内
容
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
4
1
）

ら
題
の
「
高
判
官
」
は
高
石
で
あ
る
と
の
説
が
有
力
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
序
を

天
宝
十
一
載
高
適
が
初
め
て
河
朧
へ
赴
任
す
る
と
き
の
作
と
す
る
【
孫
】
は
、
題

の
「
判
官
」
に
つ
い
て
、
高
書
は
入
幕
後
初
め
て
掌
書
記
に
任
ぜ
ら
れ
た
（
つ
ま

り
出
発
時
に
は
単
に
寄
静
翰
の
幕
僚
と
な
る
こ
と
し
か
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
）
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杜甫「送高三十五書記」詩の制作をめぐって

の
で
、
題
に
は
節
度
使
の
幕
僚
の
総
称
で
も
あ
る
「
判
官
」
が
そ
の
称
号
と
し
て

用
い
ら
れ
た
の
だ
と
推
定
し
て
い
る
。
杜
甫
「
送
高
」
詩
の
題
に
「
書
記
」
と
あ

る
こ
と
と
対
比
す
れ
ば
、
【
孫
】
の
考
え
は
傾
聴
に
値
し
よ
う
し
、
さ
ら
に
ま
た
赴

任
前
に
掌
書
記
就
任
が
決
ま
っ
て
い
た
と
い
う
上
述
の
可
能
性
は
薄
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。

 
以
上
を
整
理
す
る
と
、
高
適
が
河
西
朧
右
の
三
士
翰
幕
府
に
初
め
て
入
幕
し
た

の
が
天
宝
十
一
載
の
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
時
期
、
同
年
冬
寄
詩
翰
に
随
っ
て
長

安
に
戻
り
、
翌
十
二
載
夏
に
再
び
河
朧
の
地
へ
赴
い
た
。
そ
し
て
こ
の
時
、
杜
甫

に
よ
っ
て
「
送
高
」
詩
が
作
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
以
上
、
杜
甫
「
送
高
三
十
五
書
記
」
の
制
作
を
め
ぐ
り
、
高
適
研
究
の
立
場
か

ら
、
高
上
入
幕
に
関
わ
る
事
跡
に
つ
い
て
検
討
し
、
ま
た
「
送
高
」
詩
の
系
年
を

試
み
た
。
特
に
（
二
）
節
以
後
に
お
い
て
、
先
行
研
究
で
示
さ
れ
た
史
料
を
利
用

し
た
ま
ま
の
甚
だ
煩
愚
な
考
証
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
ひ
と
ま
ず
の
結
論
を
導

け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
こ
れ
は
、
さ
さ
や
か
で
は
あ
る
が
、
高
崎
の

伝
記
研
究
の
側
か
ら
杜
甫
詩
の
系
年
を
修
正
す
る
試
み
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
、
最

後
に
記
し
て
お
き
た
い
。

 
〔
注
〕

（
1
）
 
本
稿
に
お
け
る
杜
甫
詩
の
引
用
は
仇
兆
驚
『
杜
詩
詳
註
』
（
一
九
七
九
年
、

 
 
中
華
書
局
）
に
よ
り
、
そ
の
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
と
を
示
す
。

（
2
）
 
詩
題
に
「
十
五
韻
」
と
あ
る
が
、
吉
川
幸
次
郎
『
杜
甫
詩
注
第
一
冊
』
（
一

 
 
九
七
七
年
、
筑
摩
書
房
）
が
言
う
よ
う
に
、
実
際
は
十
六
韻
で
あ
る
。

（
3
）
 
苫
屋
県
は
『
新
唐
書
』
（
巻
三
八
）
地
理
志
二
に
よ
れ
ば
赤
・
畿
・
望
・
緊
・

 
 
上
・
中
・
下
の
ラ
ン
ク
の
内
の
「
地
謡
」
。
そ
の
県
尉
の
官
品
は
「
従
九
品
上
」

 
 
（
槻
木
正
「
博
学
宏
豊
科
・
書
判
抜
葦
科
の
実
施
に
つ
い
て
一
「
循
資
格
」

 
 
を
手
懸
り
と
し
て
一
」
＝
二
七
頁
（
『
関
西
大
学
法
学
論
集
』
三
七
-
四
、
一

 
 
九
八
七
年
）
に
よ
る
）
。

（
4
）
 
杜
甫
「
富
田
九
判
官
面
汚
」
（
単
三
・
一
八
六
頁
）
の
「
陳
留
院
児
誰
争

 
 
長
、
京
男
田
郎
早
見
招
。
」
に
つ
い
て
、
吉
川
『
杜
甫
詩
注
第
二
冊
』
（
一
九

 
 
七
九
年
置
筑
摩
書
房
）
は
、
浦
起
龍
『
讃
杜
心
解
』
（
巻
四
之
一
）
に
従
い
、

 
 
「
上
の
句
の
〔
陳
留
院
璃
〕
を
高
適
と
す
る
仇
兆
贅
の
説
を
更
に
延
長
し
て
、

 
 
高
の
就
職
も
田
の
斡
旋
に
よ
る
と
し
、
〔
院
璃
〕
す
な
わ
ち
適
適
も
、
〔
招
か

 
 
れ

 
 
見
〕
た
の
は
〔
田
郎
〕
す
な
わ
ち
田
梁
丘
の
せ
い
と
読
む
。
い
か
に
も
次
の

 
 
聯
と
の
つ
ら
な
り
は
、
そ
の
方
が
よ
い
。
」
と
い
う
。
ま
た
吉
川
『
詩
注
』
に

 
 
は
「
詩
を
贈
っ
た
田
梁
丘
が
、
寄
箭
の
有
力
な
幕
僚
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
他

 
 
の
文
献
に
も
見
え
る
。
「
新
旧
唐
書
」
の
寄
瀞
翰
伝
に
、
や
が
て
天
宝
十
四

 
 
載
、
寄
寄
が
安
平
山
の
叛
乱
軍
を
、
滝
関
で
防
ぎ
、
敗
れ
た
と
き
、
そ
の
行

 
 
軍
司
馬
、
す
な
わ
ち
野
戦
参
謀
長
は
、
田
彦
丘
な
る
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
。

 
 
〔
梁
丘
〕
と
良
丘
、
同
一
人
と
し
て
よ
い
。
ま
た
顔
真
卿
が
、
そ
の
い
と
こ

 
 
謡
講
南
の
墓
碑
を
書
い
た
の
に
、
滝
関
の
敗
戦
後
、
田
良
丘
が
、
な
お
生
野

 
 
を
弁
護
し
た
の
を
、
昭
南
は
腹
を
た
て
て
叱
り
つ
け
た
と
い
う
の
を
も
、
銭

 
 
謙
益
は
引
く
。
」
と
あ
る
。

（
5
）
 
以
上
の
事
跡
は
、
孫
欽
善
「
高
適
年
譜
」
（
孫
著
『
高
適
集
校
注
』
（
一
九

 
 
八
四
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
所
収
）
に
よ
る
。
な
お
『
冊
府
元
亀
』
（
巻
七

 
 
二
八
）
幕
府
部
・
辟
署
三
に
「
高
適
好
學
、
以
詩
知
名
、
爲
沐
州
封
丘
尉
。

 
 
時
々
將
用
事
、
務
牧
俊
又
。
河
西
節
度
使
寄
黒
幕
表
適
爲
左
曉
衛
兵
曹
、
充

 
 
掌
書
記
。
」
と
あ
り
、
両
叢
書
高
士
傳
に
記
さ
れ
て
い
な
い
辟
召
す
る
側
の
理

 
 
由
（
傍
点
）
が
見
え
る
。

（
6
）
 
注
（
5
）
孫
氏
「
年
譜
」
に
同
じ
。

（
7
）
 
『
通
典
』
（
巻
十
五
）
選
墾
三
。
渡
邊
孝
「
中
晩
碧
羅
に
お
け
る
官
人
の
幕

 
 
職
官
入
仕
と
そ
の
背
景
」
三
六
一
頁
（
松
本
肇
・
川
合
康
三
編
『
中
唐
文
学

 
 
の
視
角
』
、
一
九
九
八
年
、
命
掛
社
）
・
王
助
成
『
唐
革
再
選
与
文
学
』
第
四

 
 
章
「
六
品
以
下
官
員
守
選
」
一
〇
五
頁
（
二
〇
〇
一
年
、
中
華
書
局
）
参
照
。
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な
お
『
通
言
』
が
伝
え
る
の
は
開
元
時
の
状
況
で
あ
る
が
、
渡
邊
氏
に
よ
れ

 
 
ば
、
こ
の
「
状
況
は
安
史
の
乱
曲
に
も
そ
の
ま
ま
持
ち
越
さ
れ
た
と
い
う
よ

 
 
り
、
一
層
悪
化
し
た
」
と
い
う
。

（
8
）
 
拙
稿
「
高
適
の
不
遇
感
の
諸
相
」
（
『
山
口
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』
二
、

 
 
一
九
九
三
年
）
参
照
。

（
9
）
 
注
（
3
）
槻
木
論
文
＝
二
七
・
八
頁
。
こ
れ
に
れ
ば
、
例
え
ば
同
じ
緊
県
尉

 
 
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
土
地
柄
（
遠
・
近
）
に
よ
っ
て
年
数
に
相
違
が

 
 
あ
っ
た
。
ま
た
循
資
格
・
待
選
に
つ
い
て
は
、
槻
木
論
文
の
他
に
、
鳥
谷
弘

 
 
昭
「
斐
光
庭
の
「
循
資
格
」
に
つ
い
て
」
（
『
立
正
史
学
』
四
七
、
一
九
八
○

 
 
年
）
、
注
（
7
）
王
氏
著
書
特
に
そ
の
第
四
章
な
ど
に
よ
っ
て
知
識
を
得
た
。
な

 
 
お
槻
木
論
文
に
よ
れ
ば
、
開
元
十
八
年
に
斐
光
庭
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
循

 
 
資
格
は
、
斐
が
没
し
た
二
一
年
に
廃
停
の
制
が
下
さ
れ
た
が
、
こ
の
制
は
現

 
 
実
に
は
実
行
に
移
さ
れ
ず
、
以
後
も
い
く
ら
か
の
変
改
を
受
け
つ
つ
も
そ
の

 
 
ま
ま
変
わ
り
な
く
行
用
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
天
丁
年

 
 
間
に
お
い
て
も
待
選
年
数
に
大
き
な
変
動
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な

 
 
お
以
前
、
拙
稿
「
岩
上
の
高
適
（
上
）
（
下
）
」
（
『
山
口
県
立
大
学
国
際
文
化

 
 
学
部
紀
要
』
六
・
七
、
二
〇
〇
〇
・
一
年
）
に
お
い
て
、
開
元
二
一
年
に
循

 
 
資
格
が
廃
止
さ
れ
た
と
書
い
た
が
、
こ
れ
は
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 
た
だ
拙
稿
の
論
旨
や
結
論
に
大
き
な
影
響
が
で
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

（
1
0
）
 
周
知
の
如
く
唐
代
の
官
吏
の
致
仕
は
七
十
歳
（
仁
井
田
陞
『
春
菊
拾
遺
』

 
 
元
々
第
十
三
（
一
九
三
三
年
初
版
。
い
ま
一
九
八
三
年
復
刻
版
、
東
京
大
学

 
 
出
版
会
に
よ
る
）
・
『
通
典
』
（
巻
三
三
）
職
官
十
五
・
致
仕
官
）
。
高
適
が
、

 
 
二
選
を
経
て
次
の
官
職
に
つ
い
た
と
し
て
も
、
清
逸
官
に
な
ら
な
い
限
り
、

 
 
そ
れ
が
最
後
の
職
歴
と
な
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
1
）
 
（
二
）
節
に
示
す
高
適
年
譜
（
略
号
も
そ
こ
を
参
照
）
の
内
、
【
課
】
【
劉
】

 
 
【
孫
】
【
余
】
は
と
も
に
十
一
載
の
こ
と
と
す
る
。
【
院
】
【
周
】
は
入
幕
を
県

 
 
尉
辞
任
の
翌
年
十
二
載
と
し
て
い
る
。

（
1
2
）
 
こ
の
辺
の
事
情
は
、
高
島
俊
男
『
李
白
と
杜
甫
1
そ
の
行
動
と
文
学
一
』

 
 
一
三
二
～
三
頁
（
一
九
七
二
年
、
評
論
社
）
に
簡
明
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

 
 
ま
た
注
（
5
）
の
『
冊
府
元
亀
』
の
記
事
は
、
当
時
、
節
度
使
が
功
名
争
い
の

 
 
た
め
に
競
っ
て
幕
下
に
有
能
な
人
材
を
集
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

（
1
3
）
 
「
唐
開
元
、
天
宝
時
期
辺
鎮
僚
佐
辟
署
制
度
」
（
『
唐
研
究
』
七
、
二
〇
〇

 
 
一
年
）
。
『
唐
画
要
』
（
巻
七
五
）
選
部
下
「
（
開
元
）
十
七
年
三
月
勅
、
邊
遠

 
 
判
官
、
年
三
老
弱
。
宜
令
吏
部
毎
年
選
人
命
、
簡
澤
強
幹
堪
転
任
者
、
随
鉄

 
 
補
授
。
秩
漏
、
量
減
三
門
選
與
留
、
傍
加
優
奨
。
」
を
根
拠
と
す
る
。
勅
文
中

 
 
の
「
選
人
」
は
職
事
任
官
有
資
格
者
。
「
與
」
は
許
可
の
意
味
（
『
漢
語
大
詞

 
 
典
』
の
語
釈
と
用
例
を
参
照
）
。
な
お
同
じ
勅
文
は
、
『
甲
府
元
畜
』
（
巻
六
三

 
 
〇
）
鈴
脚
部
・
條
制
海
に
も
見
え
る
。

（
1
4
）
 
注
（
7
）
渡
邊
氏
論
文
・
三
六
八
頁
。

（
1
5
）
 
幕
職
官
に
就
く
ほ
か
に
、
吏
部
の
博
学
宏
詞
科
・
書
判
抜
曇
霞
に
合
格
す

 
 
る
ル
ー
ト
も
あ
っ
た
が
、
高
恩
は
こ
の
二
科
を
受
験
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ

 
 
る
。

（
1
6
）
 
注
（
5
）
孫
氏
「
年
譜
」
。
ち
な
み
に
高
適
と
と
も
に
盛
画
期
を
代
表
す
る
辺

 
 
塞
詩
人
で
あ
る
琴
参
は
、
劉
浮
揚
『
琴
参
詩
集
編
年
箋
註
』
所
載
「
琴
参
年

 
 
譜
」
（
一
九
九
五
年
、
巴
蜀
書
社
）
に
従
う
と
、
天
宝
三
載
（
七
四
四
）
に
右

 
 
内
率
府
兵
曹
皇
軍
（
正
九
品
下
）
、
八
載
に
安
西
四
鎮
節
度
使
画
仙
芝
の
掌
書

 
 
記
と
し
て
右
雨
垂
録
事
参
軍
（
正
八
堂
上
）
、
十
三
載
に
安
西
四
鎮
節
度
使
封

 
 
常
清
の
節
度
判
官
と
し
て
大
理
評
事
（
従
八
品
下
）
・
摂
監
察
御
史
（
正
八
品

 
 
上
）
、
至
徳
二
載
（
七
五
七
）
鳳
翔
の
行
在
所
に
て
右
補
閾
（
従
七
品
上
）
を

 
 
授
か
っ
て
い
る
。
な
お
戴
偉
華
『
唐
代
馬
府
与
文
学
研
究
』
第
五
章
・
二
「
文

 
 
人
入
幕
与
盛
唐
辺
塞
詩
」
（
一
九
九
八
年
、
広
西
師
範
大
学
出
版
社
）
は
、
開

 
 
元
初
か
ら
天
賜
末
の
約
四
十
年
間
に
お
け
る
文
人
の
入
幕
例
が
わ
ず
か
で
あ

 
 
る
と
立
証
し
た
上
で
、
高
専
と
琴
参
の
入
幕
は
彼
ら
の
「
個
性
」
に
よ
る
「
個

 
 
別
的
現
象
」
で
あ
り
、
ま
た
高
適
の
監
察
御
史
就
任
、
琴
参
の
深
藍
閾
就
任
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杜甫「送高三十五書記」詩の制作をめぐって

 
 
も
安
史
の
乱
と
い
う
特
殊
状
況
下
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
中
早
番
の
よ
う

 
 
に
幕
職
官
が
立
身
出
世
の
「
捷
径
」
で
あ
る
と
い
う
見
方
は
で
き
な
い
と
す

 
 
る
。
確
か
に
盛
唐
言
の
幕
職
官
が
中
晩
二
期
の
よ
う
に
「
栄
達
の
捷
路
」
（
注

 
 
（
7
）
渡
邊
論
文
・
三
七
六
頁
）
と
し
て
…
機
能
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
が
、

 
 
循
資
格
の
制
度
の
存
在
や
注
（
1
3
）
石
氏
論
文
の
指
摘
な
ど
に
よ
り
、
論
者
は
、

 
 
戸
部
の
早
早
に
従
わ
ず
に
官
途
を
有
利
に
歩
む
た
め
の
一
つ
の
ル
ー
ト
と
し

 
 
て
幕
職
官
が
存
在
し
て
い
た
と
は
考
え
て
い
る
。
ま
た
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、

 
 
確
か
に
安
史
の
乱
と
い
う
特
殊
状
況
下
で
な
け
れ
ば
高
適
・
琴
参
の
監
察
御

 
 
史
・
右
補
閾
就
任
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
逆
に
そ
れ
ら
の
官
職
に

 
 
就
任
で
き
た
の
は
両
者
の
幕
職
官
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
に
よ
る
こ
と
は
明
白

 
 
で
あ
ろ
う
。

（
1
7
）
 
（
二
）
節
【
四
】
に
よ
る
。

（
1
8
）
 
杜
甫
研
究
に
つ
い
て
は
手
許
に
あ
る
代
表
的
な
も
の
だ
け
を
と
り
あ
げ
た
。

 
 
ま
た
②
説
を
と
る
も
の
と
し
て
、
ほ
か
に
†
孝
萱
・
黄
丁
重
・
喬
長
阜
「
杜

 
 
甫
与
高
士
、
琴
平
（
上
）
」
（
『
草
堂
』
一
九
八
一
-
二
、
一
九
八
一
年
）
、
③

 
 
説
を
と
る
も
の
と
し
て
し
て
夕
占
華
「
漫
々
杜
甫
与
高
適
的
関
係
」
（
『
杜
甫

 
 
研
究
学
刊
』
一
九
九
〇
一
三
）
が
あ
る
。
但
し
両
論
と
も
考
証
は
示
さ
な
い
。

（
1
9
）
 
寄
箭
翰
は
天
宝
引
載
～
十
四
載
の
間
、
朧
右
節
度
使
の
任
に
就
い
て
お
り
、

 
 
ま
た
天
宝
十
二
載
に
河
西
節
度
使
（
鎮
所
・
涼
州
姑
威
県
＋
神
鳥
県
1
1
甘
粛

 
 
省
武
威
県
）
を
兼
任
し
て
い
る
（
郁
三
連
『
唐
刺
史
考
全
編
』
（
二
〇
〇
〇

 
年
、
安
徽
大
学
出
版
社
）
に
よ
る
）
。
な
お
、
【
四
】
【
陳
】
【
余
】
（
【
聞
】
は

 
節
度
使
名
を
記
さ
な
い
）
が
七
宝
十
一
載
の
寄
寄
翰
を
河
西
節
度
使
と
し
て

 
 
い
る
が
、
こ
れ
は
両
唐
事
高
接
傳
の
「
河
西
節
度
使
寄
飾
翰
見
而
異
之
、
表

 
爲
左
書
衛
兵
曹
、
充
出
府
掌
書
記
」
（
『
含
量
書
』
巻
一
＝
）
「
河
西
節
度
使

 
寄
野
立
表
面
左
驕
衛
兵
曹
参
戦
、
掌
書
記
」
（
『
新
唐
墨
』
巻
一
四
三
）
の
「
河

 
西
節
度
使
」
と
い
う
記
述
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
【
劉
】
【
孫
】
は
こ

 
 
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
こ
の
時
小
園
翰
は
実
質
的
に
河
西
節
度
使
で

 
 
あ
っ
た
と
す
る
が
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
の
ち
に
検
討
す
る
。

（
2
0
）
 
【
課
】
【
徐
】
が
「
客
遊
」
と
す
る
の
は
、
両
世
世
高
堂
傳
の
「
雌
黄
沐
州

 
 
封
丘
尉
、
非
其
空
也
、
乃
去
位
、
客
山
河
右
。
」
（
『
奮
』
）
「
調
封
丘
尉
、
不
得

 
 
志
、
去
。
客
河
西
、
…
…
」
（
『
新
』
）
を
襲
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の

 
 
ほ
か
【
謳
】
【
徐
】
は
、
高
適
が
十
一
載
「
秋
」
に
長
安
に
戻
っ
て
い
る
と
す

 
 
る
点
が
【
劉
】
【
孫
】
と
異
な
る
が
、
こ
れ
は
本
稿
の
結
論
を
左
右
し
な
い
の

 
 
で
、
い
ま
は
問
題
と
し
な
い
。

（
2
1
）
他
の
説
と
し
て
【
王
】
が
、
高
上
の
封
丘
県
尉
就
任
を
開
元
二
一
二
年
と
し
、

 
 
辞
任
を
天
宝
三
載
と
す
る
。
よ
ろ
し
く
な
い
。

（
2
2
）
 
【
王
】
は
高
適
の
入
幕
に
つ
い
て
は
明
記
し
て
い
な
い
。
た
だ
十
二
載
に

 
 
「
欲
依
寄
酵
翰
」
と
あ
り
、
「
同
李
員
外
賀
寄
寄
大
夫
破
九
曲
之
作
」
「
九
曲

 
 
詞
」
と
い
う
河
西
・
朧
右
で
の
作
を
系
年
す
る
の
で
そ
う
判
断
し
た
。

（
2
3
）
 
周
助
初
「
高
適
生
平
若
干
問
題
魚
探
討
-
兼
評
文
学
研
究
所
《
唐
詩
選
》
」

 
 
（
『
文
学
評
論
』
一
九
七
九
-
二
、
一
九
七
九
年
）
と
孫
欽
善
「
高
適
年
譜
諸

 
 
疑
考
辮
」
（
『
北
京
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
』
一
九
八
三
i
四
、
一
九

 
 
八
三
年
）
も
こ
の
問
題
を
扱
う
が
、
こ
れ
ら
は
両
氏
年
譜
に
取
り
入
れ
ら
れ

 
 
て
い
る
の
で
、
【
周
】
【
孫
】
と
し
て
取
り
扱
う
。

（
2
4
）
 
以
下
脚
質
作
品
の
引
用
は
、
す
べ
て
注
（
5
）
孫
氏
『
校
注
』
に
よ
り
、
そ

 
 
の
乱
数
を
示
す
。

（
2
5
）
 
高
士
集
の
版
本
に
つ
い
て
は
注
（
5
）
孫
氏
『
校
注
』
所
収
「
清
適
集
版
本

 
 
考
」
参
照
。

（
2
6
）
 
注
（
1
9
）
郁
氏
『
唐
刺
史
考
全
編
』
参
照
。

（
2
7
）
 
両
唐
書
高
適
傳
に
「
宋
州
刺
史
張
九
皐
深
奇
之
、
薦
墨
有
道
科
。
…
…
解

 
 
褐
沐
州
組
子
尉
、
…
…
」
（
『
奮
』
）
「
客
梁
塁
間
、
宋
州
刺
史
張
九
皐
奇
習
、

 
 
畢
有
道
雨
中
第
、
調
封
丘
尉
、
…
…
」
（
『
新
』
）
と
あ
る
。
な
お
天
童
八
丁

 
 
は
、
い
ま
【
孫
】
に
よ
る
。

（
2
8
）
東
洋
文
庫
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
詩
の
す
ぐ

一 35 一



山口県立大学国際文化学部紀要 第9号（2003）

 
 
あ
と
に
配
列
さ
れ
る
「
同
呂
員
外
萢
司
直
賀
大
夫
再
破
黄
河
九
曲
之
作
」
で

 
 
も
、
詩
題
の
「
大
夫
」
の
上
が
空
格
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
寄
飾
し
か

 
 
入
ら
な
い
。
黄
永
武
・
施
工
媒
『
敦
煙
的
唐
詩
続
編
』
九
七
・
二
〇
七
頁
（
一

 
 
九
八
九
年
、
文
史
哲
出
版
社
）
は
高
潮
の
原
作
に
お
い
て
寄
静
翰
に
対
す
る

 
 
敬
意
と
し
て
空
格
と
さ
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
。

（
2
9
）
 
寄
寄
翰
の
事
跡
に
つ
い
て
は
注
（
1
9
）
の
郁
氏
著
書
参
照
。
い
ま
論
拠
と
な

 
 
る
史
料
だ
け
を
引
く
。
『
奮
唐
書
』
（
巻
一
〇
四
）
本
傳
「
（
天
津
）
八
載
、
以

 
 
朔
方
・
河
東
星
牧
十
萬
大
豊
翰
総
統
攻
石
墾
城
。
…
…
不
旬
日
而
抜
之
、
上

 
 
録
戦
功
、
拝
特
進
・
三
下
員
外
卿
、
與
一
子
五
品
官
、
賜
物
千
匹
、
荘
宅
各

 
 
一
所
、
加
振
御
史
大
夫
。
十
一
載
、
加
開
府
血
書
三
司
。
…
…
十
二
載
、
進

 
 
翌
翌
國
公
、
食
尽
封
三
百
戸
、
加
河
西
節
度
使
、
尋
封
西
平
郡
王
。
…
…
十

 
 
三
載
、
拝
太
子
太
保
、
更
加
實
封
三
百
戸
、
又
兼
御
史
大
夫
。
」
『
唐
大
詔
令

 
 
集
』
（
巻
六
〇
）
「
朧
右
河
西
節
度
使
寄
竪
結
西
平
郡
王
制
」
「
開
府
儀
同
三
司

 
 
…
…
西
平
郡
太
守
判
武
部
事
・
撮
御
史
大
夫
・
持
節
朧
右
河
西
節
度
…
…
等

 
 
副
大
使
知
節
事
・
赤
水
軍
使
・
琴
柱
國
・
涼
國
公
寄
寄
翰
…
…
可
開
府
儀
同

 
 
三
司
・
太
子
少
保
・
二
瀬
平
郡
王
…
…
鯨
並
如
故
。
天
寳
十
二
載
七
月
。
」

（
3
0
）
 
『
菖
唐
土
』
学
林
甫
傳
「
十
一
載
、
以
朔
方
副
使
李
高
曇
叛
、
譲
節
度
、

 
 
畢
安
養
順
自
代
。
」
『
資
治
通
鑑
』
「
（
天
寳
）
十
載
、
春
、
正
月
、
…
…
安
西

 
 
節
度
使
高
仙
芝
入
朝
、
…
…
加
仙
芝
開
府
儀
同
病
司
。
尋
以
仙
恒
温
河
西
節

 
 
度
使
、
代
安
思
順
。
思
順
調
塁
胡
割
耳
面
面
書
留
己
。
制
直
射
思
順
於
河
西
。

 
 
…
…
十
一
載
、
…
…
夏
、
四
月
…
…
會
李
献
酬
叛
、
林
驚
動
請
千
丁
方
節
制
、

 
 
且
薦
河
西
節
度
使
安
思
順
車
代
、
庚
子
、
以
思
順
脚
半
方
節
度
使
。
」

（
3
1
）
 
『
資
治
通
号
』
（
巻
二
一
六
）
「
（
天
意
）
八
載
…
…
六
月
…
…
受
命
朧
男
節

 
 
度
寝
耳
記
号
帥
黒
白
・
河
西
及
突
蕨
阿
布
思
案
、
各
署
書
方
・
河
東
兵
、
凡

 
 
六
萬
三
千
、
攻
吐
蕃
石
壁
城
。
」

（
3
2
）
 
【
徐
】
が
と
な
え
る
高
適
軍
記
九
母
語
丘
県
尉
辞
任
説
は
、
九
載
河
西
客

 
 
遊
・
十
載
入
幕
と
強
く
関
連
し
て
い
る
の
で
、
同
時
に
成
立
し
な
く
な
る
と

 
 
考
え
ら
れ
る
。

（
3
3
）
 
陳
兼
に
つ
い
て
は
、
古
文
運
動
の
先
駆
と
し
て
有
名
な
二
世
の
「
三
蓋
論
」

 
L
（
『
全
唐
文
』
巻
三
一
七
）
に
「
穎
川
陳
早
婚
不
器
、
行
当
之
道
。
渤
海
高
適

 
 
達
夫
、
落
落
有
奇
節
、
是
皆
鼻
翼
誉
者
也
。
」
と
、
高
適
と
並
び
挙
げ
ら
れ
て

 
 
い
る
。
徐
錯
「
陳
氏
書
堂
記
」
（
『
全
唐
文
』
巻
八
八
八
）
に
は
陳
兼
の
家
系

 
 
が
見
ら
れ
る
（
【
傅
】
参
照
）
。
ま
た
『
新
居
書
』
（
巻
二
〇
〇
）
講
評
列
傳
下
・

 
 
陳
京
傳
に
徳
宗
の
時
の
秘
書
少
監
・
陳
京
の
父
と
し
て
そ
の
名
が
見
え
る
。

（
3
4
）
 
羅
浦
添
「
早
牛
及
年
譜
」
（
羅
著
『
唐
代
詩
文
六
家
年
譜
』
（
一
九
八
六
年
、

 
 
学
海
出
版
社
）
所
収
）
も
同
時
の
作
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
陳
兼
の
前
職
は
詩

 
 
題
に
あ
る
よ
う
に
「
高
眼
（
n
県
門
）
」
で
あ
り
、
陳
が
辟
召
に
応
じ
た
の

 
 
は
、
あ
る
い
は
前
節
で
述
べ
た
高
適
の
経
緯
と
類
似
す
る
と
も
思
わ
れ
る
。

（
3
5
）
 
古
里
の
こ
の
時
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
論
考
。

（
3
6
）
 
【
孫
】
・
耳
痛
華
『
唐
方
鎮
辞
職
僚
佐
考
』
（
一
九
九
四
年
、
天
津
古
籍
出

 
 
版
社
）
参
照
。

（
3
7
）
 
「
寄
与
翰
素
與
安
禄
山
・
安
心
順
不
協
、
上
常
和
解
之
、
使
爲
兄
弟
。
是

 
 
冬
、
三
人
倶
入
朝
、
上
使
高
力
野
宴
之
於
城
東
。
」
と
あ
る
。

（
3
8
）
③
説
【
王
】
【
周
】
は
（
二
）
節
で
引
い
た
『
通
患
』
天
白
十
三
載
三
月
の

 
 
記
事
を
根
拠
に
、
十
三
載
に
寄
寄
翰
と
高
適
が
入
朝
し
た
（
そ
し
て
そ
の
年

 
 
河
朧
に
帰
る
と
き
に
「
昌
昌
」
詩
が
作
ら
れ
た
）
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ

 
 
る
が
、
こ
れ
は
十
二
載
入
幕
説
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
妥
当
で
あ
ろ
う
。
『
詳
註
』

 
 
は
、
十
三
載
制
作
説
の
論
拠
と
な
る
『
通
見
』
の
こ
の
記
事
に
対
し
、
「
此
特

 
 
遙
奏
授
官
、
恐
適
期
必
至
京
、
何
縁
語
贈
詩
章
耶
。
明
店
奮
書
・
杜
詩
不
合
。
」

 
 
と
論
じ
、
記
事
が
寄
訂
翰
・
高
言
の
入
朝
を
必
ず
し
も
示
さ
な
い
と
す
る
が
、

 
 
根
拠
が
薄
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
【
王
】
【
周
】
は
、
『
諸
藩
書
』

 
 
（
巻
一
九
一
）
金
梁
鳳
傳
「
天
寳
十
三
載
、
客
於
河
西
。
善
相
人
、
又
言
玄

 
 
象
。
時
寄
静
黙
爲
節
度
使
、
詔
入
京
師
、
差
掛
爲
三
部
郎
中
、
知
河
西
留
後
、

 
 
在
武
威
。
」
に
よ
り
、
十
三
載
の
寄
寄
翰
入
朝
を
説
く
。
寄
寄
翰
が
十
三
載
に
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杜甫「送高三十五書記」詩の制作をめぐって

 
 
入
朝
し
た
と
す
る
の
は
穏
当
で
あ
り
、
高
適
が
そ
れ
に
随
つ
た
可
能
性
も
否

 
 
定
で
き
な
い
。
し
か
し
本
稿
で
は
清
適
の
入
幕
を
十
一
載
と
す
る
立
場
か
ら
、

 
 
【
王
】
【
周
】
の
十
三
載
制
作
説
に
は
従
わ
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
を
と
な
え
る

 
 
研
究
は
な
い
が
、
十
一
載
入
幕
で
「
送
高
」
詩
を
十
三
載
作
つ
ま
り
入
幕
二

 
 
年
後
の
作
と
す
る
の
は
、
詩
の
措
辞
・
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
可
能
性
が
な

 
 
か
ろ
う
。
か
よ
う
に
「
送
高
」
詩
の
系
年
に
高
適
入
幕
の
年
が
一
等
重
要
で

 
 
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
『
詳
註
』
が
十
三
載
説
を
否
定
す

 
 
る
の
は
、
そ
の
説
が
存
在
し
た
た
め
で
あ
り
、
銭
謙
益
注
（
巻
一
）
・
朱
鶴
齢

 
 
註
（
巻
二
）
が
『
通
鑑
』
の
記
事
を
引
く
。
黄
鶴
補
注
（
巻
二
二
・
杜
詩
叢

 
 
刊
本
）
と
明
・
張
艇
『
杜
工
部
詩
通
』
（
巻
二
）
は
十
二
載
の
作
と
す
る
。

（
3
9
）
 
【
院
】
【
吉
】
【
彰
】
も
天
宝
十
二
載
、
初
め
て
の
赴
任
の
時
の
作
す
る
。

（
4
0
）
 
目
加
田
誠
『
杜
甫
』
（
一
九
六
五
年
、
集
英
社
）
に
よ
る
。
括
弧
内
は
論
者

 
 
の
補
足
。

（
4
1
）
 
入
谷
仙
介
『
王
維
研
究
』
第
九
章
「
送
別
」
（
一
九
七
六
年
、
創
文
社
）
・

 
 
【
周
】
・
【
孫
】
・
張
清
華
『
王
維
年
譜
』
（
一
九
八
八
年
、
学
林
出
版
社
）
・
注

 
 
（
3
6
）
戴
氏
『
唐
方
鎮
文
職
僚
佐
考
』
・
陳
鉄
民
『
王
維
集
校
注
』
（
一
九
九

 
 
七
年
、
中
華
書
局
）
な
ど
。
こ
の
う
ち
、
【
周
】
・
陳
氏
『
校
注
』
が
王
維
の

 
 
送
序
を
天
宝
十
二
載
作
、
【
孫
】
が
十
一
載
作
、
張
氏
年
譜
が
十
三
載
作
と
す

 
 
る
。
序
の
関
連
部
分
を
陳
氏
『
校
注
』
（
巻
十
・
九
〇
四
頁
）
に
よ
り
引
く
。

 
 
「
今
上
合
大
道
以
撫
荒
外
、
振
長
策
以
駅
宇
内
。
…
…
而
犬
戎
不
識
、
蝸
角

 
 
自
大
、
楡
安
九
服
之
外
、
回
天
諌
筆
及
、
自
絶
四
國
之
後
、
而
王
祭
不
供
。

 
 
天
子
按
剣
、
謀
臣
切
歯
、
思
以
赤
山
爲
城
、
青
海
爲
董
、
蓋
平
其
地
、
悉
虜

 
 
其
人
。
而
上
將
有
寄
飾
大
夫
者
、
名
蓋
四
方
、
身
長
八
尺
、
眼
如
紫
石
稜
、

 
 
髪
如
蝟
毛
礫
。
…
…
開
府
之
日
、
辟
書
始
下
、
以
爲
踵
躍
用
兵
、
健
將
之
事
、

 
 
意
氣
跨
馬
、
侠
少
之
能
、
蓋
欲
謀
夫
起
予
。
哲
士
偉
我
、
繊
賠
虜
以
無
類
、

 
 
墨
外
國
如
拾
遺
。
待
夷
門
而
不
食
、
置
廣
武
子
上
座
、
始
得
我
高
子
焉
。
高

 
 
子
讃
書
五
車
、
運
簿
百
勝
。
慷
慨
謀
議
、
折
天
口
之
是
非
、
指
壼
山
川
、
知

 
地
形
之
要
害
。
…
…
（
以
下
高
判
官
に
つ
い
て
の
叙
述
が
続
く
）
」

〔
補
記
〕
本
稿
は
、
平
成
十
四
年
度
山
口
県
立
大
学
研
究
創
作
助
成
事
業
（
研
究

 
 
 
創
作
活
動
（
A
）
）
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
中
国
文
学
）
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